
告 示

�愛媛県告示第５２４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松前町役場において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和３年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ａ

伊予郡松前町筒井茶
屋分８３２－１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか９６者

株式会社フジ
ほか１００者

令和３年
４月１０日

令和３年
４月１３日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商
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工観光課並びに松前町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第５２５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和３年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

�愛媛県告示第５２６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商工観光課並びに四国中央市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

令和３年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

イオンタウン川之江 四国中央市妻鳥町字
�之上１７９５番地 外 大規模小売店舗を設置する者

イオンタウン株式会
社
ほか２者

イオンタウン株式会
社

令和３年
３月１６日

令和３年
４月１３日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに四国中央市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第５２７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

松山三越・ファッション
タウン アヴァ

松山市一番町三丁目
１番地１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社三越伊勢丹
代表取締役
杉江 俊彦
松山総合開発株式会
社
代表取締役
野村 靖記

株式会社三越伊勢丹
代表取締役
杉江 俊彦
松山総合開発株式会
社
代表取締役
宮� 修一

令和元年
６月２０日

令和３年
３月３１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社松山三越
ほか２０者

株式会社松山三越
ほか１８者

令和３年
２月２８日
ほか

愛 媛 県 報令和３年４月２３日 第２００号

６８４
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�愛媛県告示第５２８号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和３年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

伊豫郡大谷池土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和３年４月２３日

愛媛県中予地方局長 � 橋 敏 彦

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

松山市東長戸土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更を令和３年４月１４日認可した。

令和３年４月２３日

愛媛県中予地方局長 � 橋 敏 彦

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地

域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和３年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

�愛媛県告示第５２９号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和３年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

松山三越・ファッション
タウン アヴァ

松山市一番町三丁目
１番地１ 外 駐車場の位置 ７箇所 ５箇所

令和３年
４月１日
ほか

令和３年
３月３１日

駐車場の自動車の出入口の数 １０箇所 ６箇所

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 窪野地区
（松山市） 令和３年３月８日

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

愛媛県旅費システム運用・
保守管理業務一式

愛媛県出納局会計課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和３年４月１日
株式会社日本旅行
東京都中央区日本橋１－
１９－１日本橋ダイヤビル
ディング１２階

１６，６９９，１０４円
（年額）

地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 井 英 夫 伊予市宮下１８９９番地

〃 � 橋 保 廣 伊予市上野１９７３番地１０

〃 曽 根 春 樹 伊予市上三谷甲３６９７番地４

〃 小笠原 澄 夫 伊予市上三谷２２８１番地

〃 城 石 好 博 伊予市下三谷１５６１番地１

〃 日 野 篤 伊予市下三谷２０９４番地３

〃 福 本 武 雄 伊予市上吾川１９２３番地

〃 篠 � 保 伊予郡松前町大字横田６７番地５

〃 大 西 正 善 伊予郡松前町大字南黒田７１３番地１

監 事 森 下 � 史 伊予市上野２２２１番地

〃 山 本 昭 男 松山市北土居２丁目１５番３２号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 内 正 一 伊予市宮下４０８番地

〃 宮 川 秀 彦 伊予市上野８６５番地３

〃 佐々木 卓 行 伊予市上三谷７４１番地３

〃 曽 根 春 樹 伊予市上三谷甲３６９７番地４

〃 城 石 好 博 伊予市下三谷１５６１番地１

〃 武 知 正 裕 伊予市下三谷１３１５番地

〃 福 本 武 雄 伊予市上吾川１９２３番地

〃 篠 � 保 伊予郡松前町大字横田６７番地５

〃 � 保 龍 彦 伊予郡松前町大字南黒田１８１番地

監 事 小笠原 澄 夫 伊予市上三谷２２８１番地

〃 岡 井 英 夫 伊予市宮下１８９９番地

愛 媛 県 報令和３年４月２３日 第２００号

６８５
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�愛媛県告示第５３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市北方土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更を令和３年４月１４日認可した。

令和３年４月２３日

愛媛県中予地方局長 � 橋 敏 彦

�������
�愛媛県告示第５３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市下林下土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更を令和３年４月１４日認可した。

令和３年４月２３日

愛媛県中予地方局長 � 橋 敏 彦

�愛媛県告示第５３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市奥松瀬川土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維

持管理）の計画の変更を令和３年４月１４日認可した。

令和３年４月２３日

愛媛県中予地方局長 � 橋 敏 彦

�������
�愛媛県告示第５３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市牛渕下井手土地改良区から認可申請のあった土地改良事業

（維持管理）の計画の変更を令和３年４月１４日認可した。

令和３年４月２３日

愛媛県中予地方局長 � 橋 敏 彦

�愛媛県告示第５３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲長浜線
大洲市白滝甲１３３３番４地先から

同市長浜町大越甲５０４番地先まで

旧 ８．４～１６．５ ０．７７７

新 １１．４～２６．７ ０．７７７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市白滝甲１３３３番４地先から

同市長浜町大越甲５０４番地先まで
令和３年４月２３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲９６４番１地先から

同市多田甲１４３０番４まで

旧 ６．５～７．０ ０．２３５

新 ６．５～１０．３ ０．２３５

愛 媛 県 報令和３年４月２３日 第２００号
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人事委員会告示

選挙管理委員会告示

�愛媛県人事委員会告示第３号
令和３年職種別民間給与実態調査を次のとおり実施するので、愛

媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条第２項の規

定により告示する。

令和３年４月２３日

愛媛県人事委員会

委員長 安 藤 潔

１ 調査の目的

地方公務員の給与を民間の従業員の給与と比較検討するための

基礎資料の作成

２ 調査対象の範囲

県内の企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上の事業所

３ 報告を求める事項

� 事業所に関すること。

� 給与制度に関すること。

� 従業員の給与に関すること。

� 採用に関すること。

� その他勤務条件に関すること。

４ 報告を求める事項の基準となる期日

令和３年４月分の最終給与締切日

５ 報告を求める者

２に該当する事業所のうち無作為に抽出されたもの

６ 報告を求めるために用いる方法

実地調査

７ 報告を求める期間

令和３年４月２６日（月）から令和３年６月２２日（火）まで

令和３年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第３２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和３年４月２３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲９６４番１地先から

同市多田甲１４３０番４まで
令和３年４月２３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線
喜多郡内子町石畳４６１７番地先から

同町石畳４６１１番まで

旧 ４．９～１０．１ ０．０５７

新 ８．５～１６．２ ０．０５７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子双海線
喜多郡内子町石畳４６１７番地先から

同町石畳４６１１番まで
令和３年４月２３日

愛 媛 県 報令和３年４月２３日 第２００号
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１ 政党の支部

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県柔道整復師会支部 大 川 健 介 武 田 満 夫 松山市三番町七丁目１３－３ 令和３年３月２２日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

塩川まゆみ後援会 塩 川 まゆみ 竹 澤 さゆり 喜多郡内子町内子３３３５ 令和３年３月９日

金澤功後援会 金 澤 功 金 澤 功 伊予市下吾川１４１１－１ 令和３年３月１２日

大西英彦後援会 大 西 英 彦 大 西 英 彦 四国中央市三島中央一丁目１－５ 令和３年３月１８日

大西ひでひこ後援会 前 谷 貴 文 前 谷 貴 文 四国中央市三島中央一丁目１－５ 令和３年３月１８日

風鈴の会 大 西 英 彦 大 西 英 彦 四国中央市三島中央一丁目１－５ 令和３年３月１８日

城戸まもる後援会 城 戸 司 城 戸 早紀恵 喜多郡内子町内子２４２５ 令和３年３月２４日

�愛媛県選挙管理委員会告示第３３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和３年４月２３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

日本共産党東予地区委員
会 伊 藤 学 会 計 責 任 者 伊 藤 学 一 色 一 正 令和２年２月１６日

自由民主党愛媛県ファイ
ナンス支部 片 山 克 主たる事務所の所在地 松山市三番町四丁目７－２ 松山市千舟町四丁目４－１ 令和２年１０月１６日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

ひだかふさよし後援会 飛 鷹 義 仁 会 計 責 任 者 飛 鷹 義 仁 宮 崎 博 平成２８年１２月１０日

伊予鉄労働組合交通政策
研究会 宮 � 司 政 治 団 体 の 名 称 伊予鉄労働組合交通政策研究

会
伊予鉄道労働組合交通政策研
究会 平成３０年８月３１日

あべみちお後援会 二 宮 康 会 計 責 任 者 阿 部 美千男 石 田 早百合 令和２年１月１日

西条市医師連盟 年 森 司 代 表 者 年 森 司 内 田 伸 令和２年６月１日

愛媛県自動車整備政治連
盟 萩 山 陽 右 代 表 者 萩 山 陽 右 日 野 利 一 令和２年６月１２日

河野忠康後援会 川 � 幸 男 会 計 責 任 者 垣 内 尚 彦 高 岡 富美雄 令和２年１０月１日

井村雄三郎後援会 藤 川 文 義 主たる事務所の所在地 今治市関前岡村甲１１２－１ 今治市南高下町３丁目２－２ 令和３年２月２５日

代 表 者 藤 川 文 義 越 智 浩

芝照雄後援会 若 下 洋 一 代 表 者 若 下 洋 一 高 内 健 治 令和３年３月１日

愛 媛 県 報令和３年４月２３日 第２００号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和３年４月２３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

丹下大輔後援会 白 石 勝 好 主たる事務所の所在地 今治市波止浜１１－７３ 今治市波止浜１１－２８ 令和３年３月１日

末広あきら後援会 末 広 啓 主たる事務所の所在地 北宇和郡鬼北町大字清水４１６
－３ 北宇和郡鬼北町大字清水３７９ 令和３年３月６日

瀧野志後援会 城 本 徳 重 代 表 者 城 本 徳 重 永 井 修 一 令和３年３月６日

会 計 責 任 者 石 丸 洋 板 � 鳴 海

篠原実後援会 畠 山 欣 三 代 表 者 畠 山 欣 三 梅 川 信 雄 令和３年３月９日

金澤功後援会 金 澤 功 主たる事務所の所在地 伊予市下吾川１６２４－３ 伊予市下吾川１４１１－１ 令和３年３月１９日

上田ひろし後援会 河 野 庄 平 代 表 者 河 野 庄 平 高 橋 兼 造 令和３年３月２１日

清家康生後援会 毛 利 淳 一 代 表 者 毛 利 淳 一 宮 川 昌 行 令和３年３月２４日

原田達也後援会 孝 野 覚 也 代 表 者 孝 野 覚 也 三 原 克 夫 令和３年３月２６日

会 計 責 任 者 三 原 克 夫 孝 野 覚 也

日本第一党愛媛県本部 松 木 崇 主たる事務所の所在地 西条市三津屋３８８ 四国中央市中之庄町２９５－２ 令和３年３月３０日

代 表 者 松 木 崇 福 田 智 幸

風鈴の会 前 谷 貴 史 代 表 者 前 谷 貴 史 大 西 英 彦 令和３年３月３０日

会 計 責 任 者 前 谷 貴 史 大 西 英 彦

�愛媛県選挙管理委員会告示第３５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

令和３年４月２３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

早 瀬 り ゅ う と 後 援 会 早 瀬 隆 土 令和２年１２月３１日

渡 部 し げ お 後 援 会 江 戸 幹 雄 令和２年１２月３１日

に い だ て つ の り 後 援 会 新居田 哲 理 令和３年２月８日

西 予 維 新 の 会 元 親 孝 志 令和３年２月２８日

岡 村 し げ は る 後 援 会 � 木 勇 令和３年２月２８日

敏 勝 会 山 本 敏 孝 令和３年３月８日

岡 田 勝 利 後 援 会 岡 田 重 臣 令和３年３月１７日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

ひ だ か ふ さ よ し 後 援 会 飛 鷹 義 仁 平成２８年１２月３１日

石 津 徳 朗 後 援 会 南 正 明 平成２９年１２月３１日

一 色 伸 昭 後 援 会 木 原 偉和雄 令和２年１２月１日

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 指 定 年 月 日

大 西 英 彦 四国中央市長 大西英彦後援会 四国中央市三島中央一丁目１－５ 令和３年３月１２日

愛 媛 県 報令和３年４月２３日 第２００号
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公営企業告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和３年４月２３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１４８，４１２

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，９６９

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４３，５５２

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県公営企業告示第６号
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定によ

り、病院の業務に係る公金の収納の事務を次のとおり委託した。

令和３年４月２３日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

１ 委託した事務の範囲及び内容

愛媛県立今治病院の料金の収納の事務（平日の８時３０分から９

時、１６時から１７時１５分）

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

株式会社ニチイ学館

東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地

３ 委託期間

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで

�������
�愛媛県公営企業告示第７号
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定によ

り、病院の業務に係る公金の収納の事務を次のとおり委託した。

令和３年４月２３日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

１ 委託した事務の範囲及び内容

愛媛県立南宇和病院の料金の収納の事務（平日の８時３０分から

�愛媛県選挙管理委員会告示第３６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり同項第３号の規定による資金管理団体の届出事項の異

動の届出があった。

令和３年４月２３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

�愛媛県選挙管理委員会告示第３７号
次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、令和３年４月１日以後、政治活動（選挙運動を

含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき告示する。

令和３年４月２３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

玉 井 敏 � 西条一心の会 主たる事務所の所在地 西条市丹原町高松甲１３５１－１ 西条市神拝甲１４１－１ 令和２年１２月１日

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
代 表 者 会 計 責 任 者

北貞丈後援会 北 貞 丈 藤 本 英 治 今治市宮窪町宮窪２９８８

村井よしたろう後援会 村 井 慶太郎 村 井 恵美子 伊予郡松前町大字筒井５９６－６

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，２７７ １４，４２６

南 宇 和 郡 １８，２６０ ６，０８７

松山市・上浮穴郡 ４３５，１９８ １３９，２００

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３７，５９６ ４５，８６６

宇和島市・北宇和郡 ７５，３１３ ２５，１０５

八幡浜市・西宇和郡 ３６，４５４ １２，１５２

新 居 浜 市 ９８，９１４ ３２，９７２

西 条 市 ９０，４３６ ３０，１４６

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４９，８９０ １６，６３０

伊 予 市 ３０，８９８ １０，３００

四 国 中 央 市 ７２，２９９ ２４，１００

西 予 市 ３１，７６３ １０，５８８

東 温 市 ２８，１１４ ９，３７２
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９時、１３時から１４時、１６時から１７時４５分）

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

株式会社ソラスト松山支社

愛媛県松山市南堀端町５番地８

３ 委託期間

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで

�������
�愛媛県公営企業告示第８号
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定によ

り、病院の業務に係る公金の収納の事務を次のとおり委託した。

令和３年４月２３日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

１ 委託した事務の範囲及び内容

愛媛県立新居浜病院の料金の収納の事務（平日の８時３０分から

９時、１３時から１４時、１６時から１７時１５分）

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

株式会社ニチイ学館

東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地

３ 委託期間

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで

令和３年４月２３日 発行
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